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69
臨時休業等における
業務の再開に係る店
頭の掲示の緩和

銀行の臨時休業等における業務の再開に係る掲
示の在り方について、規制の趣旨を踏まえ、休業
期間に応じた店頭掲示期間の見直し等の検討を
行い、結論を得る。

平成26年度検
討・結論

金融庁 措置済
銀行が臨時にその業務を休止した後、一営業日以内に業務
再開が可能な場合は、業務再開の店頭掲示について短縮す
るとの結論を得た。

銀行の臨時休業等における業務再開時の店頭掲示に
ついては、休業等の期間が一営業日以内である場合に
は、当該店頭掲示期間を同日内とするよう規定を整備す
る。

70
連結決算状況表等の
提出期限の緩和

銀行の連結決算状況表等の提出期限について、
監督指針に基づく報告等の見直しの枠組みの中
で検討し結論を得る。

平成26年度検
討・結論

金融庁 未措置

連結決算状況表等は、決算集計等に用いる基礎的な資料で
あり、金融機関によって対外的に公表される前に、監督当局
としてその詳細を把握するため、左記期限での提出を求めて
いたところ。
その事情に鑑み、即時的な把握が求められる事項について
は、対外的な公表の前に当局が把握できるよう、措置を講ず
ることで、左記要望に対応するべく、監督指針に基づく報告等
の見直しの枠組みの中で、平成27年1月より関係する機関等
と検討を行った。
その結果、左記要望について提出期限を緩和する方向とし
た。

左記の方向で調整を進め、平成27年度中に対応するこ
とを予定している。

71
公開買付規制におけ
る株券等所有割合の
計算方法の見直し

公開買付規制において、潜脱的な取引を防止す
る観点から、引渡請求権を有する株券等について
は株券等所有割合に算入することとされている規
制の趣旨を踏まえつつ、「株券等所有割合」の計
算の基礎となる株券等の範囲から株券貸借取引
に係る株券等を除外することについて検討を行
い、結論を得る。

平成26年度検
討・結論

金融庁 措置済

一般に、証券会社は、その業務として行う貸借取引において、
借主に対して株券等の引渡（返還）請求権を有しており、当該
請求権に基づき引渡し（返還）を受けた株券等について自ら
の意思に基づき管理・処分することが可能であると考えられ
る。
このため、こうした株券等については、当該請求権に基づく証
券会社による支配が及んでいると考えられるので、潜脱的な
取引を防止するという観点からは、「株券等所有割合」の計算
の基礎となる株券等の範囲から当該株券等を除外することは
適当ではないと考える。

－

72

「公開買付けによる買
付け等の通知書」にお
ける公開買付者による
押印の省略

「公開買付けによる買付け等の通知書」において
公開買付者の押印を求めていることの趣旨を踏ま
えつつ、当該「通知書」の様式から押印を省略する
ことについて検討を行い、結論を得る。

平成26年度検
討・結論

金融庁 措置済
必要な改正事項を盛り込んだ内閣府令の改正案のパブリック
コメントを実施した（平成26年10月27日～11月27日）。

パブリックコメントの結果等を踏まえ、内閣府令を平成27
年５月に施行予定。
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73

条件決定時の訂正目
論見書の交付省略の
特例における公表方
法の緩和

条件決定時における訂正目論見書の交付に代え
て、発行体等のウェブページを用いて投資者に発
行条件を閲覧させる方法（電話等による閲覧確認
を義務付け）について、発行体等の負担軽減と投
資者保護のバランスに留意しつつ、一定の場合に
は電話等による閲覧確認を不要とすることができ
ないか検討を行い、結論を得る。

平成26年度検
討・結論

金融庁 措置済
必要な改正事項を盛り込んだ内閣府令の改正案のパブリック
コメントを実施した（平成27年2月13日～３月16日）。

パブリックコメントの結果等を踏まえ、内閣府令を平成27
年５月に施行予定。

74

大規模建築物におけ
るCLTの活用のための
JAS規格の策定及び
一般的な設計法に関
する基準の策定

農林水産省にてCLT（※）のJAS規格を制定する。
国土交通省にてCLTを用いた建築物の一般的な
設計法を平成27年度までに検討し、結論を得次第
措置する。農林水産省においても強度データの収
集等に協力する。
（※）CLT：ひき板を繊維方向が直交するように積
層接着した重厚なパネル

JAS規格につい
ては措置済み
一般的な設計法
については、平
成27年度までに
検討、結論を得
次第措置

国土交通省
農林水産省

未措置

　JAS規格（直交集成板）については農林水産省において平
成25年12月20日に策定済み。
　
　CLTを用いた一般的な設計法については、国土交通省と農
林水産省において所要の実験・解析等を進めているところ。

　平成28年度早期を目途に国土交通省にてCLTを用い
た一般的な設計法を確立する。

75
超高層建築物の大臣
認定期間の短縮

超高層建築物の大臣認定における審査におい
て、事業者の円滑な申請に資するよう、チェックリ
ストの作成等の対策を講じる。

平成26年度上期
措置

国土交通省 措置済
平成２７年３月３１日に「建築基準法第６８条の２６第５項の性
能評価書に係るチェックリストについて」を公表。

－

76
非常用エレベーターへ
の機械室を有しないエ
レベーターの適用

機械室を有しない非常用エレベーターに必要とさ
れる具体的な措置について検討し、結論を得る。

平成26年度検
討・結論

国土交通省 措置済
　機械室を有しないエレベーターについて、最上階の床面より
高い位置に駆動装置及び制御器を設けた場合に限り、非常
用エレベーターとして適用することを可とする。

平成27年度中に平成12年5月31日建設省告示第1413号
の改正を予定。

77

機械室なしエレベー
ターの昇降路内温度
上昇に関する要件の
見直し

機械室を有しないエレベーターの駆動装置及び制
御器の設置場所に換気上有効な開口部等を設け
ない場合に必要とされる措置について、設置場所
の温度が摂氏７度上昇しないことによらず、昇降
路内の温度の上昇により部品の劣化進行防止や
故障発生防止の面から安全性が確かめられた場
合について適用できるよう計算又その他の措置に
よる方法を検討し結論を得る。

平成26年度検
討・結論

国土交通省 措置済

　機械室を有しないエレベーターの温度上昇に係る措置につ
いては、空調学会が定める計算式により、昇降路内の温度が
摂氏40度以下となることが確認された場合は、設置場所の温
度が摂氏7度以上上昇しないことと、同等と扱う。

平成27年度中に平成12年5月31日建設省告示第1413号
の改正を予定。
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78

既存建築物に係る確
認申請及び完了検査
の取得手続に係る法
整備

既存建築ストックの有効活用や不動産取引の円
滑化の観点から、民間機関による検査済証のな
い建築物の調査について統一的な調査方法を示
したガイドラインを策定し、周知する。

平成26年度上期
措置

国土交通省 措置済
平成２６年７月２日に「検査済証のない建築物に係る指定確
認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガ
イドライン」を公表。

－

79
建設業許可手続にお
ける書類提出の緩和

建設業許可申請書類における役員の提出書類に
ついて、必要性及び申請者の負担を考慮しつつ、
簡素化を検討し、結論を得る。

平成26年検討・
結論

国土交通省 措置済

建設業法施行規則の改正
公布日：平成26年10月31日
施行日：平成27年4月1日
・提出部数の削減
・役員、使用人の略歴書の簡素化
・役員、使用人の記載事項の一部省略
・営業所専任技術者の証明書類の拡充

左記の通り、平成２７年４月１日施行

80
地方公共団体におけ
る住宅附置義務の見
直し

地方自治体が指導要綱等で定める住宅附置義務
や負担金について、住宅や人口の回復状況など
を踏まえ、既に役割を終えたものについては、廃
止を含め見直しを行うよう要請する。

平成26年度措置
総務省

国土交通省
措置済

「住宅附置指導要綱等の適正な見直しについて」（平成27年２
月23日総務省地域力創造審議官、国土交通省住宅局長通
達）を発出し、地方自治体が指導要綱等で定める住宅附置義
務や負担金について、住宅や人口の回復状況などを踏まえ、
既に役割を終えたものについては、廃止を含め見直しを行う
よう要請した。

特段の対応予定なし。

81
主任技術者及び監理
技術者の雇用関係の
取扱いの緩和

継続雇用制度の適用を受けている者については、
その雇用期間にかかわらず、常時雇用されている
ものとみなすことを監理技術者制度運用マニュア
ルにおいて明確化する。

平成26年措置 国土交通省 未措置

　継続雇用制度の適用を受けている者については、その雇用
期間にかかわらず、常時雇用されているものとみなすことが
可能である。
監理技術者制度運用マニュアルの改正については、現在、雇
用関係以外の事項について、有識者検討会において検討を
行っているところ。

有識者検討会（平成26年９月設置）での検討の結果を踏
まえ、他の規制緩和事項も含め平成27年度中に監理技
術者制度運用マニュアルの改正を予定している。

82

高圧ガス認定事業所
における検査組織、検
査管理組織の長の代
理者の選任

高圧ガス保安法における認定完成検査実施者、
認定保安実施者の認定制度における代理者専任
について、検査及び検査体制等、保安管理の実
態等について事業者にヒアリング等を行った上で
検討し、結論を得る。

平成26年度検
討・結論

経済産業省 措置済
事業者及び民間団体にヒアリング等を行い、その結果をもと
に検討を行い、現行制度の運用によって対応可能との結論を
得た。

－

閣議決定に示された内容が実施されていない。
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83
貨物自動車運送事業
者によるレンタカー使
用用途・期間の緩和①

車検や点検、修理等により車両を使用できない期
間における代車としてのレンタカー使用について、
事業者ニーズ等を踏まえて検討し、結論を得る。

平成26年度検
討・結論・措置

国土交通省 措置済

修理等により車両を使用できない期間については、事業者の
ニーズを踏まえ、短期リースによる対応が可能となるよう、１
年未満の短期間のリース車両であっても事業用自動車として
使用することができることを明確化した。（平成27年１月30日
自動車局貨物課長通達）

84
貨物自動車運送事業
者によるレンタカー使
用用途・期間の緩和②

通達「年末年始及び夏期等繁忙期におけるトラッ
ク輸送対策について」において記載されている「百
貨店配送貨物等に係る自家用自動車の有償運送
の許可」について、「百貨店配送貨物等」に限ら
ず、全ての輸送について対象とする。

措置済み 国土交通省 措置済

85
貨物自動車運送事業
者によるレンタカー使
用用途・期間の緩和③

引越シーズンにおいて貨物自動車運送事業者が
レンタカーを使用できる期間を、以下にすることに
ついて事業者ニーズを踏まえて検討し、結論を得
る。

・引越シーズン　３月１日から４月30日まで

平成26年度検
討・結論・措置

国土交通省 検討中

業界団体を通じて行った調査においては、期間拡大の必要性
が確認できなかったため、要望元において改めてニーズ調査
を行っており、その結果を踏まえて結論を得る。

なお、業界団体を通じて行った調査では、半数以上が現行の
１ヶ月間で構わないと回答したところ。ただし、一定程度の
ニーズがあることも考慮し、改めて調査を依頼している。

調査の結果を踏まえ、結論を得る。

86
貨物自動車運送事業
者によるレンタカー使
用用途・期間の緩和④

通達「年末年始及び夏期等繁忙期におけるトラッ
ク輸送対策について」において記載されている夏
期及び秋期繁忙期に、「各地方運輸局の実情に
応じ、一か月から二か月程度の期間を適宜設定
する」との規定について、撤廃するよう必要な措置
を行う。

措置済み 国土交通省 措置済

87
貨物自動車運送事業
者によるレンタカー使
用用途・期間の緩和⑤

引越シーズンにおけるレンタカー使用の申請方法
について、申請書類の合理化を図る等、申請時の
負担を軽減するために必要な措置を行う。

平成26年度措置 国土交通省 措置済
要望を踏まえ、引越シーズン期間中に複数回届出を行う場合
は、１つの事前届出書でまとめて届出ができるよう措置。（平
成27年１月30日自動車局貨物課長通達）

131



№ 事項名 規制改革の内容 実施時期
措置
状況

これまでの実施状況

規制改革実施計画（平成26年6月24日閣議決定）における実施内容
所管省庁

実施状況（平成27年3月31日時点）
今後の予定

（平成27年3月31日時点）

88

確定給付企業年金に
おける脱退一時金の
受給未請求状態の取
扱い明確化

使用される事業所等が実施事業所でなくなったた
め資格を喪失した者への脱退一時金の支給の繰
下げについて、他実施事業所に繰下利率等の負
担がかかる懸念等を踏まえつつ、検討し結論を得
る。

平成26年検討・
結論

厚生労働省 措置済

第１４回社会保障審議会企業年金部会において、「実施事業
所でなくなった者に係るＤＢ側の管理コストや、支給額に据置
利息が発生することなども勘案した上で、慎重な検討が必要」
とされたことから、当面、措置を見送ることとした。

必要に応じて、今後、社会保障審議会企業年金部会に
おいて検討する予定。

89

確定給付企業年金、
厚生年金基金におけ
る選択一時金の要件
緩和

確定給付企業年金（一時金）の上限額の計算に係
る予定利率の取扱いについて、利率の変動への
対応の要否を含め検討し、結論を得る。

平成26年度検
討・結論

厚生労働省 措置済

第１４回社会保障審議会企業年金部会において、「繰り下げ
後の一時金額が資格喪失時の一時金に相当する額以上の
額を確保できるよう、予定利率の規制を緩和する方向で検
討」とされており、今後、関係機関と調整しつつ、対応する予
定。

関係機関と調整が済み次第、速やかに措置を行う予
定。

90

制度変更に伴う確定
拠出年金制度への移
換相当額の連合会移
換

確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度を変
更し、積立金の一部を企業型年金の資産管理機
関へ移換する場合、各加入者の移換相当額につ
いて、当該額の企業年金連合会への移換を認め
ることについて検討し、結論を得る。

平成26年度検
討・結論

厚生労働省 措置済

第１４回社会保障審議会企業年金部会において、「希望する
者に対しては、DBからDCへの移換相当額を企業年金連合会
へ移換することを可能とする方向で検討」とされており、今後、
関係機関と調整しつつ、対応する予定。

関係機関と調整が済み次第、速やかに措置を行う予
定。

91

既に企業型年金加入
者又は個人型年金加
入者である中途脱退
者の確定拠出年金へ
の脱退一時金相当額
の移換

確定給付企業年金について、脱退一時金相当額
を移換することを可能とすべく検討し、結論を得
る。

平成26年度検
討・結論

厚生労働省 措置済

第１４回社会保障審議会企業年金部会において、「既にDCに
加入している場合でも、DBの脱退一時金相当額のDCへの移
換を可能とする方向で検討」とされており、今後、関係機関と
調整しつつ、検討の方向性のとおり対応する予定。

 ※厚生年金基金では措置済

関係機関と調整が済み次第、速やかに措置を行う予
定。

92
確定拠出年金運営管
理機関の変更届出事
項の簡素化

確定拠出年金運営管理機関の変更届出につい
て、運営管理機関の状況を把握する必要性を踏
まえつつ、「法人を代表する役員」のみを変更届出
の対象とするなど届出事項の簡素化を検討し、結
論を得る。

平成26年度検
討・結論

厚生労働省 措置済

第１４回社会保障審議会企業年金部会において、「確定拠出
年金法の運管登録拒否事項に係る法人（運管登録取消から
５年未経過、公益に反すると認められる、損失の管理が困難
である）で兼職していることを確認する必要があるため、慎重
な検討が必要」とされたことから、当面措置を見送ることとし
た。

必要に応じて、今後、社会保障審議会企業年金部会に
おいて検討する予定。

93

確定給付企業年金制
度での個人単位の権
利義務移転・承継での
手続簡素化

確定給付企業年金制度での個人単位の権利義務
移転・承継での手続について、あらかじめ定めた
特定の企業年金制度間での権利義務移転・承継
である場合は発生の都度の認可申請は不要とす
るなど、手続の簡素化について検討し、結論を得
る。

平成26年度検
討・結論

厚生労働省 措置済

第１４回社会保障審議会企業年金部会において、「転籍等に
伴い、事業所が変わった場合の権利義務承継については厚
生労働大臣の承認・認可を不要とし、届出などとする方向で
検討」とされており、今後、関係機関と調整しつつ、検討の方
向性のとおり対応する予定。

関係機関と調整が済み次第、速やかに措置を行う予
定。
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№ 事項名 規制改革の内容 実施時期
措置
状況

これまでの実施状況

規制改革実施計画（平成26年6月24日閣議決定）における実施内容
所管省庁

実施状況（平成27年3月31日時点）
今後の予定

（平成27年3月31日時点）

94
確定拠出年金におけ
る運用商品除外手続
の緩和

確定拠出年金制度における商品の除外手続にお
いて、全員の同意から労働組合等との合意に代え
ることについて、加入者等の受給権保護の観点を
踏まえつつ、検討し結論を得る。

平成26年度検
討・結論

厚生労働省 措置済
第12回及び第13回社会保障審議会企業年金部会において、
措置を講ずる方向で検討することとされた。

関係機関と調整が済み次第、速やかに措置を行う予
定。

95
確定拠出年金におけ
る承認・申請手続の簡
素化

確定拠出年金の変更等の手続において、企業型
年金を実施する事業主の事務費に係る事項等を
軽微な事項とする等、申請を要する範囲の見直し
を行い、届出制とする。

平成26年度措置 厚生労働省 措置済

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年
金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省
関係省令の整備等及び経過措置に関する省令（平成２６年厚
生労働省令第２０号）において、一部の規約変更承認申請事
項を届出事項に簡素化したところ。

－

96
厚生年金基金から他
の企業年金制度への
移行促進

確定給付企業年金、確定拠出年金における規約
の変更に係る手続要件の緩和、受託保証型確定
給付企業年金の適用対象の拡大等を行う。

措置済み 厚生労働省 措置済

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年
金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省
関係省令の整備等及び経過措置に関する省令（平成２６年厚
生労働省令第２０号）において、確定拠出年金に係る手続要
件の緩和、受託保証型確定給付企業年金の適用対象の拡大
等の措置を講じている。

－

97
確定給付企業年金に
おける承認・認可申請
手続の簡素化

確定給付年金の変更等の手続において、確定給
付企業年金の給付の種類、受給の要件及び額の
算定方法並びに給付の方法に関する事項（ただ
し、労働協約等の変更により確定給付企業年金法
第27条に規定する加入者資格の喪失の時期が変
更になる場合その他の軽微な変更に限り、給付の
減額に係る部分を除く。）等を軽微な事項とする等
申請を要する範囲の見直しを行い、届出制とす
る。

平成26年度措置 厚生労働省 措置済

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年
金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省
関係省令の整備等及び経過措置に関する省令（平成２６年厚
生労働省令第２０号）において、届出とする軽微な事項の範
囲の見直しを実施している。

－

98
フェムトセル基地局の
電波法関係法令届出
の効率化

事業者の負担を軽減する観点から、各総合通信
局等において、フェムトセル基地局開設等届出を
随時受けることについて周知・徹底する。

措置済み 総務省 措置済
　平成26年5月27日に各総合通信局等へフェムトセル基地局
開設等届出を随時受けることについて周知して以降、当該措
置の徹底が図られている。

今後も当該措置が継続するよう徹底していく。
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№ 事項名 規制改革の内容 実施時期
措置
状況

これまでの実施状況

規制改革実施計画（平成26年6月24日閣議決定）における実施内容
所管省庁

実施状況（平成27年3月31日時点）
今後の予定

（平成27年3月31日時点）

99
航空機登録記号の変
更

航空機登録制度における航空機登録記号の変更
について、登録記号を使用する安全管理に係る諸
業務への支障、財産的権利の保全の観点からの
支障等を見極めた上で検討し、結論を得る。

平成26年度検
討・結論

国土交通省 措置済

　現行の航空機登録制度は、登録記号にその変更がないこと
を前提として構築されており、仮に登録記号の変更を認める
場合には、安全管理に係る業務への支障や、財産的権利の
保全の観点からの支障等が生じないよう、登録記号の変更を
前提とした新たなコード管理システムの構築、耐空証明検査
記録の管理方法等の変更、打刻制度の見直し等大幅な制度
改正を行う必要がある。
　一方、要望者に対し、登録記号の変更が可能となった場合
に見込まれる申請件数、期待される効果について検証を依頼
したが、結論は得られなかったことから、要望者とも相談した
結果、費用対効果も考慮し、航空機登録記号については、現
行の制度を維持することとした。

－

100
外国人技能実習制度
の見直し

法務大臣の私的懇談会である「第６次出入国管理
政策懇談会」の分科会において、制度適正化のた
めの施策とともに、例えば、優良な受入れ機関に
ついては、一定の要件を満たす技能実習生が、従
来より一段高い技能等を修得するために、再技能
実習を認めることや技能実習期間を延長すること
等の施策について、国際協力に資する観点から検
討し、平成26年６月、制度の見直しに関して一定
の方向性を出す。

措置済み
法務省

厚生労働省
措置済

「第６次出入国管理政策懇談会」の分科会において制度の適
正化策等の制度の見直しの方向性をとりまとめた。また，平
成26年6月に閣議決定された「日本再興戦略 改訂 2014」にお
いて指摘された外国人技能実習制度の抜本的な見直しにつ
いて，同年11月から平成27年1月まで計４回にわたって法務
省・厚生労働省が合同で有識者懇談会を開催し，報告書をと
りまとめた。再興戦略と報告書を踏まえ，法務省・厚生労働省
は，所要の法案（「外国人の技能実習の適正な実施及び技能
実習生の保護に関する法律案」等）を策定し，同法案は，平成
27年3月6日，閣議決定され，第189回国会へ提出された。

　「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の
保護に関する法律案」が国会で審議される予定であり、
同法案が成立した際は、「日本再興戦略 改訂 2014」で
示されているとおり、平成27年度中の新制度への移行に
向けて取り組むこととしている。
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４．農業分野の実施状況等について

№ 事項名 規制改革の内容 実施時期
措置
状況

これまでの実施状況

①農地中間管理機構の創設

1

規制改革実施計画（平成26年6月24日閣議決定）における実施内容
所管省庁

実施状況（平成27年3月31日時点）
今後の予定

（平成27年3月31日時点）

　　１の項目は、⑳「農地中間管理機構の創設」（５７頁）に記載
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№ 事項名 規制改革の内容 実施時期
措置
状況

これまでの実施状況

規制改革実施計画（平成26年6月24日閣議決定）における実施内容
所管省庁

実施状況（平成27年3月31日時点）
今後の予定

（平成27年3月31日時点）

②農業委員会等の見直し

2

≀
11

　　２～１１の項目は、⑬「農業関連規制の見直し」（３３頁～３６頁）に記載
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№ 事項名 規制改革の内容 実施時期
措置
状況

これまでの実施状況

規制改革実施計画（平成26年6月24日閣議決定）における実施内容
所管省庁

実施状況（平成27年3月31日時点）
今後の予定

（平成27年3月31日時点）

③農地を所有できる法人（農業生産法人）の見直し

12

13 事業拡大への対応等

更なる農業生産法人要件の緩和や農地制度の見
直しについては、「農地中間管理事業の推進に関
する法律」の５年後見直し（法附則に規定）に際し
て、それまでにリース方式で参入した企業の状況
等を踏まえつつ、検討し、結論を得る。

　　所有方式による企業の農業参入の自由化を検討す
 る場合には、リース方式については事実上耕作放棄さ
 れたり産廃置場になった場合にリース契約解除による
 原状回復という確実な担保があることを踏まえ、これに
 匹敵する確実な原状回復手法（国の没収等）の確立を
 図ることを前提に検討するものとする。

原則として「農地
中間管理事業の
推進に関する法
律」の５年後見
直しに併せて措
置

農林水産省 未検討
農地中間管理事業の推進に関する法律の５年後見直し（平成
31年）に際して検討することとなっているため。

農地中間管理事業の推進に関する法律の５年後見直し
（平成31年）に際して検討。

　　１２の項目は、⑬「農業関連規制の見直し」（３６頁）に記載
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№ 事項名 規制改革の内容 実施時期
措置
状況

これまでの実施状況

規制改革実施計画（平成26年6月24日閣議決定）における実施内容
所管省庁

実施状況（平成27年3月31日時点）
今後の予定

（平成27年3月31日時点）

④農業協同組合の見直し

14

≀
20

　　１４～２０の項目は、⑬「農業関連規制の見直し」（３６頁～３８頁）に記載

138



５．貿易・投資等分野の実施状況等について

№ 事項名 規制改革の内容 実施時期
措置
状況

これまでの実施状況

①対日投資促進

1

≀
3

4
在留資格認定証明書
の申請手続の柔軟化

在留資格認定証明書制度における代理人につい
て、人定事項の確認、申請意思の確認、事実関係
の確認を担保しうるような形で、その範囲を適切に
拡大することを検討し、結論を得る。

平成26年度検
討・結論

法務省 措置済

「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請に係る代理人
の範囲について，本邦において新規に事業所を設置する場
合にあっては，当該本邦の事務所の設置について委託を受
けている者を加えることとした。

出入国管理及び難民認定法施行規則を改正予定

5
外国人労働者の配偶
者に係る資格外活動
許可の周知

「家族滞在」の在留資格で滞在している外国人配
偶者であっても、地方入国管理局による資格外活
動許可（包括許可）を受ければ、週28時間までは
風俗営業等の従事を除き就労できること、及び個
別許可を取ればこれを超える就労も可能であるこ
とを、国内外に周知する。

平成26年措置 法務省 措置済
「家族滞在」の在留資格をもって在留する者に係る資格外活
動許可（包括許可及び個別許可）の取扱いについて，法務省
ＨＰに掲載し，周知した。

6
社会保障協定の締結
に向けた取組の推進

日本での滞在期間の短い外国人について、日本
滞在期間中の年金保険料の支払いがより老齢年
金の受給に結びつくよう、社会保障協定の締結に
向けた取組を一層推進する。

平成26年度以降
継続実施

外務省
厚生労働省

－

社会保障協定の締結については、これまでに15カ国との間で
協定が発効しており、平成26年10月にはルクセンブルクとの
協定に署名し、今国会（平成27年通常国会）に提出したとこ
ろ。

相手国の社会保障制度等も踏まえ、今後とも社会保障
協定の締結に向けた取組を一層推進する。

規制改革実施計画（平成26年6月24日閣議決定）における実施内容
所管省庁

実施状況（平成27年3月31日時点）
今後の予定

（平成27年3月31日時点）

　　１～３の項目は、⑭「外国人が外国企業の子会社等を設立する際の規制の見直し」（３９頁～４０頁）に記載
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№ 事項名 規制改革の内容 実施時期
措置
状況

これまでの実施状況

規制改革実施計画（平成26年6月24日閣議決定）における実施内容
所管省庁

実施状況（平成27年3月31日時点）
今後の予定

（平成27年3月31日時点）

②空港規制の緩和

7
東京国際空港の発着
枠の拡大

平成26年３月末からの2014年夏期スケジュールに
おいて、昼間時間帯の１時間当たりの発着回数の
上限値を出発・到着それぞれ40回に増加させ、同
時に、需要に大きな偏りのある国際線が増加する
ことから、発着回数の柔軟化（スライディングス
ケールの導入）を行う。

措置済み 国土交通省 措置済

　平成26年３月末からの2014年夏期スケジュールにおいて、
昼間時間帯の１時間当たりの発着回数の上限値を出発・到着
それぞれ40回に増加させ、同時に、需要に大きな偏りのある
国際線が増加することから、発着回数の柔軟化を実施した。

－

8
首都圏空港の更なる
機能強化

平成26年度中に実現する年間合計発着枠75万回
化達成以降の首都圏空港の更なる機能強化に向
けて、具体的な方策の検討を進める。

平成25年度検討
開始、関係者の
合意が得られた
ものから順次措
置

国土交通省 －

　
　成田空港における第3ターミナル（LCCターミナル）の整備等
により、平成26年度に首都圏空港の年間合計発着枠75万回
化を達成した。
　また、75万回化達成以降の首都圏空港の更なる機能強化
に向け、平成26年7月、「首都圏空港機能強化技術検討小委
員会」において、羽田空港における飛行経路の見直し等の技
術的な選択肢を中間的に取りまとめた。これをもとに機能強
化方策を具体化するため、同年8月に「首都圏空港機能強化
の具体化に向けた協議会」を設置し、関係自治体等と協議を
進めている（第1回を平成26年8月、第2回を平成27年1月に開
催）。

羽田空港における飛行経路の見直し等の具体化に向け
て、引き続き関係自治体等と協議を進める。

140



№ 事項名 規制改革の内容 実施時期
措置
状況

これまでの実施状況

規制改革実施計画（平成26年6月24日閣議決定）における実施内容
所管省庁

実施状況（平成27年3月31日時点）
今後の予定

（平成27年3月31日時点）

③外国法事務弁護士制度の見直し

9
外国法事務弁護士制
度に係る検討会の設
置

増加する国際的な法的需要等を踏まえ、外国法
事務弁護士制度に関し、諸外国の制度の状況を
勘案しつつ、承認についての職務経験要件の基
準等について、外国法事務弁護士の参画を得て、
外国法事務弁護士制度に係る検討会（仮称）を設
置する。

平成26年度措置 法務省 措置済
平成27年３月、「外国法事務弁護士制度に係る検討会」を設
置し、第１回検討会を実施した。同検討会の委員は、弁護士、
外国法事務弁護士、学者、経済界から選出している。

－

10
外国法事務弁護士の
承認・登録手続の透明
化

外国法事務弁護士登録手続の手順及び標準処理
期間の透明化並びに申請者の利便性向上につい
て、必要に応じ申請者側の意見を聴取しつつ、法
務省と日本弁護士連合会が協議を行う場を設け、
検討する。

平成26年検討開
始

法務省 措置済

平成26年12月に、法務省と日本弁護士連合会が手続きの透
明化・簡素化に係る協議の場を設け、検討を開始した。平成
27年３月には、外国法事務弁護士からヒアリングを実施して
いる。

－

11
外国法事務弁護士の
承認・登録手続の簡素
化

外国法事務弁護士の承認・登録に係る手続の簡
素化・迅速化について、申請者側の意見を聴取し
つつ、法務省と日本弁護士連合会が協議を行う場
を設け、検討する。

平成26年検討開
始

法務省 措置済

平成26年12月に、法務省と日本弁護士連合会が手続きの透
明化・簡素化に係る協議の場を設け、検討を開始した。平成
27年３月には、外国法事務弁護士からヒアリングを実施して
いる。

－

12
外国法事務弁護士法
人の設立のための環
境整備

外国法事務弁護士が法律事務を提供することが
できる法人組織（外国法事務弁護士法人）の設立
を可能とするよう所要の措置を講ずる。

平成26年上期措
置

法務省 措置済

外国法事務弁護士による法人の設立を可能とする「外国弁護
士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改
正する法律」（平成26年法律第29号）が平成26年４月25日に
公布され、同改正法は、公布の日から起算して２年を超えな
い範囲内において政令で定める日に施行される。

－
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規制改革実施計画（平成26年6月24日閣議決定）における実施内容
所管省庁

実施状況（平成27年3月31日時点）
今後の予定

（平成27年3月31日時点）

④相互認証の推進

13

医療機器審査基準の
国際整合化①（QMS省
令のISO13485への対
応）

「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及
び品質管理の基準に関する省令」の改正（新QMS
省令）に際し、ISO13485に対応した内容とし、差分
を明確にした構成とする。

平成26年措置 厚生労働省 措置済

平成26年11月25日に施行された「医療機器及び体外診断用
医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」の改
正省令について、同省令第２章をISO13485:2003の各条項と
整合した規定とするとともに、第３章から第５章を国内におけ
る医療機器等の製造管理及び品質管理の確保の観点から必
要な規定等を記載することにより、その差分を明確にした。

－

15
医療機器審査基準の
国際整合化③（国際的
調和の推進）

医療機器の輸出入を促進するため、引き続き、欧
米を含む多国間協議の場であるIMDRF（国際医療
機器規制当局フォーラム）等を通じて協議を行い、
国際的な調和の更なる推進に取り組む。

平成26年度検討
開始、結論を得
たものから順次
措置

厚生労働省 措置済
2014年9月及び2015年3月にIMDRF会議を実施し、調和に向
けた議論を行った。

2015年9月に次回IMDRF会議を実施する予定。

措置済厚生労働省

「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及
び品質管理の基準に関する省令」の改正（新QMS
省令）に際し、新QMS省令第2章がISO13485に相
当するものであることを明示する文書を和文及び
英文で作成し、周知する。

医療機器審査基準の
国際整合化②（QMS省
令とISO13485との関係
性の明確化）

14 －平成26年度措置

平成26年11月25日に施行された「医療機器及び体外診断用
医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」の改
正省令について、同省令第２章をISO13485:2003の各条項と
整合したことに関し、平成26年８月27日付け薬食監麻発0827
第４号監視指導・麻薬対策課長通知「薬事法等の一部を改正
する法律の施行に伴う医療機器及び体外診断用医薬品の製
造管理及び品質管理の基準に関する省令の改正について」
に記載し、これを明示した。
また当該記載の英文を作成し、厚生労働省HP
（http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-
medical/pharmaceuticals/qms.html）に掲載することにより、こ
の情報を国内外に周知した。
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16
医療機器審査基準の
国際整合化④（輸入事
業者の負担軽減）

海外諸国においてISO13485の認証を取得してい
る事業者に対する調査については、調査権者の
判断により、事業者がISO取得の際に用いた資料
等を参考にできるようにする方策について検討し、
結論を得る。

平成26年度検
討・結論・措置

厚生労働省 措置済

平成26年10月24日付け薬食監麻発1024第10号監視指導・麻
薬対策課長通知「ＱＭＳ調査要領の制定について」において、
各調査実施者がQMS適合性調査を実地又は書面のいずれ
で実施するかに係る判断要因の１つとして、調査対象施設が
ISO13485:2003の認証を取得していることを記載した。これに
より、調査実施者はISO13485:2003の認証に関する有効な認
証書、最新の監査報告書等を参考にできることを明確にして
いる。

－

17

電動車用非接触充電
システムを含むワイヤ
レス電力伝送システム
の関連法規の整備及
び国際規格との整合

平成27年のワイヤレス電力伝送システムの実用
化に向け、他の無線機器との共用条件や電波防
護指針への適合性等の検証を踏まえ、型式確認
の導入等の手続の簡素化を検討し、結論を得る。
その際、欧米等における基準の検討の動きと整合
性を図るよう努める。

平成26年度検
討・結論・措置

総務省 検討中

　平成25年6月から、情報通信審議会情報通信技術分科会電
波利用環境委員会の下にワイヤレス電力伝送作業班を設置
し、型式指定や型式確認等のより簡易な手続きを導入するた
めの技術的条件について検討を実施。
平成27年1月に、家電機器用の２つのシステムの技術的条件
について、情報通信審議会の答申を得た。電気自動車用を含
む他のシステムについては、継続して検討中。
　また、情報通信審議会の検討状況や実証実験等で得られ
たデータ等について、ITU等の国際機関への情報提供を実
施。

電気自動車用ワイヤレス電力伝送システムの技術的条
件について、平成27年夏頃を目途に、情報通信審議会
の答申を得るために検討を実施中。答申後は速やかに
関係法令等の制度整備を進める予定。

18

動物用医薬品の製品
承認申請制度の合理
化①（国際慣行との整
合化）

引き続き、VICH（動物用医薬品の承認審査資料
の調和に関する国際協力会議）のメンバー国とし
て全VICHガイドラインの新規作成や改正に積極的
に参加し、作成されたガイドラインを国内の関係法
令に反映させていく。

平成26年度以降
継続実施

農林水産省
厚生労働省

措置済
VICHメンバー国として、VICHガイドラインの新規作成や改正
に積極的に参加し、作成されたガイドラインを国内の関係法
令等に反映している。

引き続き、取組を継続。

19

動物用医薬品の製品
承認申請制度の合理
化②（関係省庁の連携
による国内承認審査
の短縮化）

動物用医薬品の承認審査について、３府省（内閣
府、厚生労働省、農林水産省）の連携を一層密に
し、可能な限り各府省における手続を並行して進
めるなど、審査期間を短縮する方策について具体
的な検討を進める。

平成26年度継続
検討、結論を得
次第順次措置

農林水産省
内閣府

厚生労働省
検討中

動物用医薬品の承認審査手続については、関係府省におい
て審査期間を短縮するための手続の見直しを行ってきたとこ
ろ。

引き続き、３府省における手続を並行して進める方策等
について具体的な検討を進める。
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20
自動車の燃費、排ガス
の試験方法の見直し

「乗用車等の国際調和排出ガス・燃費試験法
（WLTP）」の速やかな国内導入について中央環境
審議会等で検討し、結論を得次第導入する。

平成26年度検討
開始、結論を得
次第速やかに措
置

経済産業省
国土交通省

環境省
検討中

平成26年３月に国連自動車基準調和世界フォーラム（WP29）
において成立した乗用車等の国際調和排出ガス・燃費試験
法（WLTP）に関し、平成27年２月、中央環境審議会において、
国内排出ガス試験法への導入等が答申されたところである。
WLTPが排出ガス・燃費共通の試験法であることを踏まえ、現
在、WLTPの国内燃費試験法への導入に関し、総合資源エネ
ルギー調査会と交通政策審議会の合同会議における検討に
向けた準備を行っているところ。

WLTPの国内燃費試験法への導入に関し、総合資源エ
ネルギー調査会と交通政策審議会の合同会議における
検討を開始する予定。

21
米国、欧州等との航空
安全に関する相互承
認の推進

米国等との間で、既に締結済みの航空機材以外
の分野（乗員資格、整備施設、シミュレーター等）
において、相互承認の協議を推進する。また、欧
州との間で、相互承認の新規締結に向けた協議を
推進する。

平成26年度以降
継続実施

国土交通省 措置済

米国との間で既に締結済みの航空機材以外の分野（乗員資
格、整備施設、シミュレーター等）について、平成26年3月及び
10月に整備分野等への拡大に向けた協議を実施した。
また、欧州との間で、相互承認の新規締結に向けた協議を平
成27年3月に実施した。

米国との間で、今後とも、実務的な調整作業を進めると
ともに、特に整備分野への拡大について、平成27年5月
に会議を開催し協議を進める予定。
また、欧州との間で相互承認の新規締結に向け平成27
年6月に会議を開催し協議を進める予定。

22

電気用品安全法に基
づく情報通信機器の技
術基準の国際標準と
の整合化加速①（J規
格の最新のIEC規格へ
の整合化）

情報通信機器のJ規格のうち、ACアダプタに関す
るJ60950-1（H22）を含め、最新の国際標準である
IEC規格との整合が図られていないものについて、
産業構造審議会製品安全小委員会電気用品整
合規格検討ワーキンググループでの議論、パブ
リックコメント等を踏まえ、IEC規格に整合させる。

措置済み 経済産業省 措置済

J60950-1(H22)を含め、最新のIEC規格との整合が図られてい
ない15規格について、平成26年2月21日に開催した産業構造
審議会製品安全小委員会第1回電気用品整合規格検討ワー
キンググループにおいて、最新のIEC規格に整合した整合規
格案の採用の是非について審議を行い、採用することを確認
した。
これを受けて、採用が認められたJ60950-1(H26)など15規格
について、パブリックコメントを経て電気用品の技術上の基準
を定める省令の解釈について（20130605商局第3号）を一部
改正し、整合規格として公表した（平成26年4月14日改正・7月
1日適用）。

23

電気用品安全法に基
づく情報通信機器の技
術基準の国際標準と
の整合化加速②（J規
格と最新のIEC規格の
迅速な整合化の推進）

今後IEC規格の改定があった場合、産業構造審議
会製品安全小委員会電気用品整合規格検討ワー
キンググループを活用し、当該IEC規格に整合した
JIS等の公的規格を速やかに電気用品安全法に
基づく技術基準（J規格）に反映させる。

平成26年以降継
続実施

経済産業省 －
これまで産業構造審議会製品安全小委員会電気用品整合規
格検討ワーキンググループを3回開催し、計29規格について
最新のIEC規格との整合化を図った。

第4回電気用品整合規格検討ワーキンググループを平
成27年4月20日に開催し、IEC規格の改定があった9規格
の整合規格案の採用の是非について審議を行う予定と
している。
引き続きJ規格と最新のIEC規格の迅速な整合化を推進
していく。
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24
輸入食品等を対象とす
る検疫時の自主検査
頻度の見直し

輸入食品監視指導計画に基づく、輸入食品等の
自主検査の実施頻度については、過去の実績等
を参考に違反事例が認められず、製造施設の衛
生管理状況が保たれている等の食品は自主検査
の頻度を緩和し、また、違反が認められる等の食
品については指導強化を行うなど、リスクベースで
の適切な自主検査の頻度について検討し、結論を
得る。

平成26年度検
討・結論、平成
27年度措置

厚生労働省 措置済

　輸入食品の自主検査について、同一原材料、同一製造工程
及び同一製造所において製造したことが確認でされた場合は
添加物に係る自主検査の頻度を緩和するよう、「食品に係る
添加物の自主検査について」（平成27年3月31日付け食安輸
0331第3号通知）を発出した。

　「食品に係る添加物の自主検査について」（平成27年3
月31日付け食安輸0331第3号通知）について、関係事業
者等へ周知を行うとともに、各検疫所において同通知に
基づき自主検査の頻度の緩和を実施する。

25
18GHz帯送信空中線
の開口径の規制見直
し

18GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業
務の無線局等の無線設備の技術的条件のうち、
送信空中線の開口径の規制見直しについて検討
し、結論を得る。

平成26年度検
討・結論、結論を
得次第措置

総務省 措置済
　従来の開口径や周波数からアンテナ特性を算出する方法を
見直し、それによらない算出手法を採用した告示を平成27年
３月17日に官報に掲載した。

26

特定機械器具の輸入
における検査・検定機
関の拡大①（防爆構造
電気機械器具）

外国に立地する機関が、防爆構造電気機械器具
等の型式についての検定を行うことができるように
するために、外国に立地する機関についても登録
検査・検定機関として登録を受けることができるよ
う、所要の措置を講ずる。

労働安全衛生法
の一部を改正す
る法律の施行ま
でに措置

厚生労働省 措置済

労働安全衛生法の一部を改正する法律が平成26年６月25日
に公布され、外国に立地する機関が、防爆構造電気機械器
具等の検査を行うことができる登録検査・検定機関として登録
を受けることができることとされた。制度の詳細については、
労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労
働省関係省令の整備に関する省令において定められる予定
であり、当該省令案に対しては妥当である旨の答申を労働政
策審議会より得たところ。

労働政策審議会からの答申を踏まえ、労働安全衛生法
の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省
令の整備に関する省令の制定等の措置を改正法のう
ち、外国登録検査・検定機関制度の施行日である平成
27年6月１日までに講ずる。

27

特定機械器具の輸入
における検査・検定機
関の拡大②（第一種圧
力容器）

外国に立地する機関が、第一種圧力容器等の検
査を行うことができるようにするために、外国に立
地する機関についても登録検査・検定機関として
登録を受けることができるよう、所要の措置を講ず
る。

労働安全衛生法
の一部を改正す
る法律の施行ま
でに措置

厚生労働省 措置済

労働安全衛生法の一部を改正する法律が平成26年６月25日
に公布され、外国に立地する機関が、第一種圧力容器等の
検査を行うことができる登録検査・検定機関として登録を受け
ることができることとされた。制度の詳細については、労働安
全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関
係省令の整備に関する省令において定められる予定であり、
当該省令案に対しては妥当である旨の答申を労働政策審議
会より得たところ。

労働政策審議会からの答申を踏まえ、労働安全衛生法
の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省
令の整備に関する省令の制定等の措置を改正法のう
ち、外国登録検査・検定機関制度の施行日である平成
27年6月１日までに講ずる。

28
動物用ワクチン製造に
おけるシードロットシス
テムの対象拡大

組換ワクチンへのシードロットシステムの導入のた
め、品質を確保するための検査方法等の検討を
進め、その結果を踏まえて、関係法令に反映させ
ていく。

平成26年度継続
検討、平成27年
度を目処に結
論、結論を得次
第措置

農林水産省 検討中
組換えワクチンへのシードロットシステムの導入のため、品質
を確保するための検査方法等を検討中。

平成27年度を目途に結論を得る。
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29
食用動物に用いるワク
チンの使用制限期間
の見直し

食用動物に用いられるワクチンについて、欧米に
おける使用制限期間の設定の考え方も参考に、
使用制限期間の設定を見直す。

平成26年度検
討・結論・措置

農林水産省
内閣府

厚生労働省
措置済

食品安全委員会の評価に基づき、「食用動物に用いるアジュ
バント加ワクチンの使用制限期間の見直し」（平成26年12月
19日付け農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長通
知。）を発出するとともに、関係団体等に周知した。

見直し後の考え方に基づき、ワクチン製造販売業者が
個別の製剤ごとに使用制限期間の見直しを検討し、農
林水産省への変更手続を進めていく予定。

30
家庭用品品質表示の
国際整合化①（指定品
目の見直し）

政令で指定する品質表示義務がある品目につい
て、社会の変化に柔軟かつ迅速に対応する観点
から、品目の指定の在り方を検討し、結論を得る。

平成26年度検
討・結論、結論を
得次第措置

消費者庁 未措置

関係事業者等に対し、ヒアリング調査及び意見交換会を計5
回実施。
社会の変化に柔軟かつ迅速に対応する観点から、指定品目
の一部を内閣府令又は告示で定めることとする方向で合意を
得たところ。

指定品目の見直しについては、平成26年度において一
定の結論を得たことを踏まえ、平成27年度以降に政令
等の改正を行うべく準備を行う予定である。

31
家庭用品品質表示の
国際整合化②（表示内
容の見直し）

各品目の表示義務を、事業者の自主性を発揮さ
せるとともに、消費者にとって正しく分かりやすい
表示方法にする観点から、消費者が理解可能な
必要最低限の表示内容とする。

平成26年度検討
開始、平成26年
度以降平成28年
度までに順次結
論、結論を得次
第順次措置

消費者庁 検討中
関係事業者等に対し、ヒアリング調査及び意見交換会を計5
回実施。

平成26年度における調査や意見交換の結果等を踏まえ
つつ、具体的な表示内容の見直しに向け、有識者、消費
者等を含めた検討会を行い、平成28年度までに結論を
得たものより順次改正を進める予定である。

32

家庭用品品質表示の
国際整合化③（表示・
試験方法の見直し、海
外への情報発信）

消費者の利益の擁護及び増進の観点を基本とし
つつ、事業者のグローバル展開の促進を一層図
るため、諸外国における表示制度を参考として表
示方法や試験方法を見直すとともに、家庭用品品
質表示法（下位規範を含む。）を英文化する。

平成26年度検討
開始、平成26年
度以降結論を得
次第順次措置

消費者庁 検討中
関係事業者等に対し、ヒアリング調査及び意見交換会を計5
回実施。

平成26年度における調査や意見交換の結果等を踏まえ
つつ、具体的な表示内容の見直しに向け、有識者、消費
者等を含めた検討会を行い、結論を得たものより順次改
正を進める予定である。

33
家庭用品品質表示の
実効性確保

立入検査の実効性を高め、消費者保護の向上を
図る観点から、全国の地方公共団体の立入検査
の実態を把握し、執行実績が少ない地方公共団
体に対し、執行上のアドバイスなどの支援を行うと
ともに、そのフォローアップを行う。

平成26年度措置
（平成27年度以
降継続実施）

消費者庁 措置済

全国の地方公共団体に対して立入検査の実態調査及び執行
実績が少ない原因･問題点に関するヒアリングを実施した。ま
た、消費者行政関係者の会議等においてもその必要性を説
明し意見交換を図った。さらに、立入検査のやり方などについ
てより詳細にした家庭用品品質表示法事務処理マニュアルを
作成し配布した。

引き続き、立入検査の実効性を高めるため、法制度説
明会なども含めフォローアップを行う予定である。
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⑤輸出入の円滑化、通関手続の合理化

34
新KS/RA制度に係る
事業者負担の軽減

本制度は米国の要求により導入されたものであ
り、制度の見直しに当たっては米国保安当局との
調整が必要となるが、荷主及び物流事業者の負
担軽減を図るべく、適宜、主要な荷主や物流事業
者等との意見交換を実施しながら、セキュリティの
確保に十分配慮をした上で、効率的な検査制度を
構築することについて検討する。

平成26年度検討
開始

国土交通省 措置済

関係団体等を構成メンバーとする意見交換会を開催し、航空
貨物保安制度の効率的な運用等について、課題の認識を共
有し検討を開始した。
なお、米国保安当局とも制度の運用状況等情報共有し、意見
交換を行っている。

引き続き関係団体等を構成メンバーとする意見交換会
を継続的に開催し、航空貨物保安制度の効率的な運用
等について課題の検討を行うとともに、米国保安当局と
も情報共有および意見交換を継続する。

35
輸出申告内容の船積
後修正の簡素化

輸出者が船積後に数量等の申告内容をNACCSで
修正を行うことを可能とするよう措置を行う。

措置済み 財務省 措置済

「輸出入・港湾関連情報処理システムを使用して行う税関関
連業務の取扱いについて（平成22年2月12日財関142号）」を
平成26年3月31日に改正し、船積情報登録以降に、輸出許可
後の貨物に係る船名、数量等の許可内容の訂正手続を、
NACCSを利用し行うことを可能とした。

36

化粧品輸入時の手続
の簡素化①（「輸入変
更届」の添付資料の廃
止）

医薬品等輸出入手続オンラインシステムの導入に
合わせ、「化粧品製造販売業（製造業）許可」の５
年ごとの更新に際して必要とされる「輸入変更届」
の届出を行う際、届出済の「輸入届」の写し等の添
付を不要とする。

平成26年措置 厚生労働省 措置済

医薬品等輸出入手続オンラインシステムの稼働（平成２６年１
１月２５日）により、「化粧品製造販売業（製造業）許可」の５年
ごとの更新に伴う輸入変更届出に際し、届出済の「輸入届」の
写し等の添付を不要とした。

－

37

化粧品輸入時の手続
の簡素化②（「輸入届」
の届出手続に係る添
付資料の簡素化）

化粧品輸入に係る製造販売用化粧品輸入届書の
届出時における書類（製造販売業（製造業）許可
証、化粧品製造販売届書、化粧品外国製造販売
業者（製造業者）届書）の添付について、その写し
の一部の添付を不要とするなど、事業者の負担を
軽減する方策について検討し、結論を得る。

平成26年検討・
結論・措置

厚生労働省 措置済

医薬品等輸出入手続オンラインシステムの稼働（平成２６年１
１月２５日）により、製造販売業（製造業）許可証については、
システム利用者登録時に電子媒体（ＰＤＦ）を登録すれば、輸
入届出ごとの添付を不要とした他、化粧品製造販売届書につ
いては、電子媒体の添付を認めることにより、事業者の負担
軽減を図った。なお、従来より、化粧品外国製造販売業者（製
造業者）届書の添付は不要としている。

－

38

化粧品輸入時の手続
の簡素化③（輸入事業
者の事務処理負担の
軽減）

化粧品輸入事業者の事務処理負担を軽減する方
策について検討し、結論を得る。

平成26年検討・
結論・措置

厚生労働省 措置済
医薬品等輸出入手続オンラインシステムの稼働（平成２６年１
１月２５日）により、各種手続きの簡素化を図るなど、化粧品
輸入事業者の事務処理負担を軽減した。

－
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39

輸入貨物の部分品の
返送に当たり個別の輸
出許可が不要となる範
囲の明確化

特別一般包括許可が適用される「輸入された貨物
の種類、品質（故障を含む）、数量等が契約の内
容と相違する等輸入者の予期しなかったものであ
るために行われる返送のための輸出」の範囲の明
確化を検討し、結論を得る。

平成26年度検
討・結論・措置

経済産業省 措置済

平成26年6月、経済産業省ＨＰの安全保障貿易管理に関する
Ｑ＆Ａのページに、特別一般包括許可が適用される「輸入さ
れた貨物の種類、品質（故障を含む）、数量等が契約の内容
と相違する等輸入者の予期しなかったものであるために行わ
れる返送のための輸出」について解説を追加し、その範囲を
明確化した。

－

41
輸出入通関書類に係
るペーパーレス化の促
進

通関関係書類の電磁的記録による提出の実施状
況、諸外国や民民間の貿易取引の電子化の状況
及び電子技術の進展や国際物流の動向を踏まえ
て、通関関係手続をどの程度まで電子化するのが
適切であるかを検討し、可能なものから順次実施
する。

平成26年度検討
開始、結論を得
次第措置

財務省 措置済

財務省関税局・税関では更なる貿易円滑化の観点から、平成
23年度より通関関係書類の電子化・ペーパーレス化に取り組
んでおり、平成25年10月から通関係書類の電磁的記録による
提出を可能としている。これまで、電磁的記録による書類の提
出に係る利用促進策について、順次実施しており、例えば、
申告控等への原本提出の要否の表示（平成26年3月実施）、
医薬品等の輸出入手続のNACCS業務への追加（平成26年11
月実施）、提出ファイルの容量の拡大（平成27年3月）などを実
施している。

平成29年10月の次期NACCS稼働時に「通関手続に係る
電子手続の原則化」を実現することとしており、通関関係
書類の電磁的記録による提出の実施状況や、関係省庁
及び民間事業者の対応状況等を踏まえつつ、通関関係
手続をどの程度まで電子化するのが適切かを検討し、
可能なものから順次実施する。

例えば自動車リサイクル法に基づく電子マニフェ
ストの利用の可能性も含め、盗難自動車の部品
の不正輸出を監視する体制を全国で整備すること
について検討し、結論を得る。

盗難車部品の不正輸
出防止

40

　盗難自動車の部品の不正輸出を監視するための取組の一
事例として、自動車リサイクル法に基づく電子マニフェストシス
テムを活用することについては、経済産業省及び環境省にお
いて、取組を実施している港を訪問して取組状況を確認する
とともに、税関等の関係者と意見交換を行った上で検討を行
いました。その結果、同システムはあくまでも自動車リサイク
ル法に基づく適正な解体自動車の輸出であるかを確認するも
のであり、盗難自動車から取り外された部品であるか否かは
確認できないことから、同システムを盗難自動車の部品の不
正輸出の監視に利用することは不適当であるという結論が得
られました。
　盗難自動車の部品の不正輸出を防止するためには、自動
車やその部品の盗難自体を防ぐ必要があるところ、警察にお
いては関係機関と検討・連携して、イモビライザ等の盗難防止
機器の普及促進、自動車の使用者に対する防犯指導、広報
啓発等を実施しました。

（参考）
警察と財務省・税関においては、平成13年より盗難自動車に
関する情報共有等による不正輸出防止対策等を推進してお
り、自動車盗の平成26年の認知件数は、前年と比べ5,425件
減少して16,104件となり、昭和35年以来、54年ぶりに２万件を
下回っている状況にあります。

引き続き、官民が連携して、情勢に応じた盗難自動車に
係る不正輸出防止対策を推進します。

措置済

警察庁
財務省

経済産業省
環境省

平成26年度検
討・結論・措置
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42
EPAにおける自己証明
制度の導入拡大

新規EPA交渉、既存EPAの再協議において、相手
国の事情・要望等を考慮しつつ、自己証明制度の
更なる拡大に取り組む。

平成26年度以降
継続実施

経済産業省 措置済
平成27年1月に発効した日豪EPAにおいて、我が国の事業者
の利便性等を踏まえ、自己証明制度を導入した。

相手国の事情や我が国事業者の利便性等を考慮しつ
つ、引き続き、自己証明制度の更なる拡大に取り組む。

44
重水素化合物等の化
合物についての輸出
規制の合理化

重水素及び重水素化合物の輸出規制について、
国際レジーム（NSG）における規制の趣旨や米国
など諸外国の状況を踏まえ、より合理的な制度の
在り方について、引き続き検討していく。

平成26年度検討
開始、結論を得
次第措置

経済産業省 検討中
重水素及び重水素化合物の輸出規制については、国際輸出
管理レジーム（ＮＳＧ）における規制の趣旨や米国などの諸外
国の運用等を踏まえ、検討中。

諸外国の運用状況の把握を行いつつ、国際輸出管理レ
ジーム（ＮＳＧ）の会合対応等を含め、引き続き検討して
いく予定。

パブリックコメントの結果を踏まえ、速やかに改正内容に
ついて検討し、平成27年5月中に改正を実施する。

他国で再生利用可能
な石炭灰の輸出の促
進

43

石炭灰などの循環資源について、輸出先での再生利用等に
おいて環境汚染が生じないことを担保しつつ、輸出後の取扱
いの確認に係る手続きの迅速化を図るため、輸出審査基準
等を定める通知の改正案を作成し、平成27年３月17日にパブ
リックコメントを募集開始した（同年４月20日締切）。
　改正案では、輸出相手国における取扱い状況についても考
慮し、我が国の廃棄物処理法に基づく処理基準に相当する輸
出国の基準に適合する場合についても、審査基準に適合す
る場合として新たに認めることとしている。
　なお、実際の輸出相手国の規制状況の調査に3月中旬まで
要したが、その結果を踏まえ、ただちにパブリックコメントを開
始したところであり、パブリックコメントの結果を踏まえ、速や
かに措置を完了することとしている。

措置済環境省
平成26年度検
討・結論・措置

「第三次循環型社会形成推進基本計画」に基づ
き、他国において安定的な需要のある石炭灰など
の循環資源について、審査の考え方を見直す等、
輸出手続を迅速化し、円滑化するための具体的な
方策等を検討し、結論を得る。
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⑥入管政策の改定

46
寄港地上陸許可手続
の運用改善

寄港地上陸許可の審査において、「既に寄港地上
陸許可制度を利用したことがあること」あるいは
「出国予定便が最も早い便でないこと」のみをもっ
て不許可とするものではない旨を、各入国管理局
に対し改めて周知する。

平成26年度措置 法務省 措置済
平成２５年１１月に寄港地上陸許可手続に係る運用を見直し
たところであるが，平成２６年６月に地方入国管理官署に対し
て当該見直しの趣旨を改めて周知した。

引き続き，適正な制度の運用を継続。

47
トランジット・ビザ発給
方法の見直し

トランジット・ビザの申請・発給に当たっては、外国
人旅行者の利便性を高める観点から、諸外国や
当該対象国の状況を踏まえ、申請手法及び提出
書類等の簡素化・迅速化について、必要に応じ見
直しを行う。

平成26年度検討
開始、結論を得
たものから順次
措置

外務省 －

トランジットビザに関しては，観光目的等の他の短期滞在ビザ
に比して，査証料金が低価格であり，申請時の提出書類が少
ない。また，これに加えて代理申請機関・代理人による申請が
認められており，既に申請手法及び提出書類等の簡素化・迅
速化が図られているところ，現時点において見直しの必要性
は認められない。

トランジット・ビザに関しては，外国人旅行者の利便性を
高める観点から，諸外国や当該対象国の状況を踏ま
え，申請手法及び提出書類等の簡素化・迅速化につい
て，必要に応じ見直しを行う。

今後の更なるビザ発給要件緩和について，各国との二
国間関係，外交的意義，治安等への影響等を総合的に
勘案し，観光立国の実現に向けた検討を行う。

45 措置済外務省

平成26年度検討
開始、結論を得
たものから順次
措置

今後の更なるビザ発給要件緩和について、各国と
の二国間関係、外交的意義、治安等への影響等
を総合的に勘案し、観光立国の実現に向けた検
討を加速する。

訪日外国人観光客に
対する査証発給要件
の緩和・見直し

インド国民に対して平成２６年７月３日より短期滞在数次ビザ
の発給を開始した。
インドネシア，フィリピン，ベトナム国民に対する数次ビザに関
しては，発給要件の緩和に加え，有効期間を最長５年に伸長
したほか，これら３か国以外の国に居住している当該国籍人
についても，居住地を管轄する在外公館において申請可能と
する緩和措置を平成２６年９月３０日より実施しており，さら
に，指定旅行会社の取り扱うパッケージツアー参加者の一次
観光ビザの申請手続き簡素化を同年１１月２０日より実施し
た。
また，インドネシア国民に対して，在外公館へのIC旅券の事
前登録制によるビザ免除を同年１２月１日より実施した。
 この他にも，中国人に対する数次ビザ発給要件緩和を2015
年1月19日より開始した。具体的には，①商用目的の者や文
化人・知識人の数次ビザの申請者について，要件を一部緩和
する，②沖縄・東北数次ビザ申請者について，過去３年以内
の訪日歴がある者については経済力の要件を緩和する，③
個人観光客について，相当の高所得者に限り，沖縄・東北三
県のいずれかに１泊することを要件としない数次ビザを導入し
た。
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48
クルーズ船入港時の
入国審査手続の見直
し①（手続の円滑化）

出入国管理及び難民認定法改正により措置され
る入国審査手続の円滑化について、その具体的
な基準・運用等を定めるに当たり、外国人のわが
国に対する好印象を強め、訪日外国人旅行者の
増加、クルーズ船寄港誘致競争の優位化を実現
する観点からも検討し、結論を得る。

平成26年度検
討･結論・措置

法務省 措置済

平成２７年１月１日に施行された出入国管理及び難民認定法
の一部を改正する法律（平成２６年法律第７４号）において，
「船舶観光上陸許可」が導入され，従来の特例措置より多くの
クルーズ船の外国人乗客に対して簡易な手続で上陸を許可
することが可能となった。また，航空機等で来日して我が国の
出入国港からクルーズ船に乗船し，当該クルーズ船で出入国
する外国人乗客に対する上陸手続についても「再入国許可」
を受けたものとみなし，簡易な手続で上陸を許可することが可
能となった。

「船舶観光上陸許可」制度等による円滑な入国手続を実
施。

49

クルーズ船入港時の
入国審査手続の見直
し②（海外臨船審査の
導入･拡大）

クルーズ船の外国人乗客に対する海外臨船審査
の導入・拡大について、公海上で入国審査手続を
可能にするために船籍国との協議を加速するな
ど、所要の措置について検討する。

平成26年度以降
も引続き検討、
結論を得たもの
から順次措置

法務省 検討中
公海上の船内で入国審査手続を行うことに関し船籍国との協
議のあり方について政府部内で検討中。

政府部内での検討及び船籍国との協議を踏まえ，結論
を得られたものから順次実施。

50

クルーズ船入港時の
入国審査手続の見直
し③（クルーズ･カード
等の旅券に代わる文
書による入国）

クルーズ船の運航会社が発行するクルーズ･カー
ド等の旅券に代わる文書による入国その他のク
ルーズ船乗客の負担軽減のための入国等手続の
簡素化について検討し、結論を得る。

平成26年度検
討・結論

法務省 措置済

平成２７年１月１日に施行された出入国管理及び難民認定法
の一部を改正する法律（平成２６年法律第７４号）において，
「船舶観光上陸許可」が導入され，旅券への証印に代えて船
舶観光上陸許可書の交付により入国を認めることとした（出
入国管理及び難民認定法第１４条の２第４項）。また，上陸申
請時に提出を求める「外国人入国記録」について記載事項を
大幅に簡素化した「船舶観光上陸許可」専用の様式を採用し
た（出入国管理及び難民認定法施行規則別記第６号の７様
式）。

「船舶観光上陸許可」制度等による円滑な入国手続を実
施。

51

クルーズ船入港時の
入国審査手続の見直
し④（個人識別情報取
得の更なる簡素化）

クルーズ船の外国人乗客に対する入国審査にお
いて、指紋採取を省略することの是非について検
討し、結論を得る。

平成26年度検
討・結論

法務省 措置済
テロに対する脅威は依然として高く、現時点において、クルー
ズ船乗客から指紋の提供を求めないとすることは適当ではな
い。

「船舶観光上陸許可」制度等による円滑な入国手続を実
施。
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52

高度外国人材ポイント
制による出入国管理
上の優遇措置におけ
る永住に要する在留
歴の短縮の早期実現

出入国管理及び難民認定法改正により新たに設
けられた在留資格「高度専門職第２号」について、
その基準を定めるに当たり、有能な外国人材が我
が国でより長期にわたり活躍できるようにする観
点からも検討し、結論を得る。

平成26年度検
討・結論・措置

法務省 措置済

平成２６年１２月２６日に公布された出入国管理及び難民認定
法施行規則の一部を改正する省令（平成２６年法務省令第３
４号）において，「高度専門職２号」の在留期間を無期限とする
とともに，出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の
高度専門職の項の下欄の基準を定める省令（平成２６年法務
省令第３７号）において，「高度専門職１号」から「高度専門職
２号」への変更にかかる在留歴の要件を３年以上とした。

平成２７年４月１日施行予定

53
「総合職」に適した在留
資格の創設

出入国管理及び難民認定法改正により新たに設
けられた在留資格「技術・人文知識・国際業務」に
ついて、その基準を定めるに当たり、企業におけ
る人材活用の在り方の多様化も踏まえて検討し、
結論を得る。

平成26年度検
討・結論・措置

法務省 措置済

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律（平成２６
年法律７４号）において，専門的・技術的分野の外国人の受
入れについては，業務に要する知識等の区分（文系・理系）に
基づく「人文知識・国際業務」と「技術」の区分を廃止し，包括
的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」に一本化した。
その基準については，人材活用の在り方の多様性を踏まえ，
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を
定める省令の一部を改正する省令（平成２６年法務省令第３
５号）において，専攻科目を自然科学又は人文科学の分野に
属する技術若しくは知識に関連する科目とするなどした。

平成２７年４月１日施行予定

54

カテゴリー１又は２の
就労系在留資格者と
同居する「家族滞在」
者の在留資格認定証
明書交付申請手続の
迅速化

カテゴリー１又は２に該当する企業において就労
する外国人の被扶養者について、単独で申請した
場合であっても、扶養者がカテゴリー１又は２に該
当する企業において就労している者であることが
証明され、かつ扶養者との関係及び扶養能力に
疑義がない場合には、当該外国人と同時申請され
た時と同様に迅速処理をする方向で検討し、結論
を得る。

平成26年度検
討・結論・措置

法務省 措置済

カテゴリー１又は２に該当する企業において就労する外国人
の家族（被扶養者）が単独で申請した場合であっても，当該申
請の際に，扶養者の所属機関がカテゴリー１又は２であること
を証する文書の提出がなされ，扶養者と家族の関係及び扶
養者の扶養能力に疑義がなく，かつ，扶養者と同時に申請で
きない合理的な理由があるときは，同時申請された場合と同
様に迅速処理をすることとし，法務省ＨＰにおいて周知した。
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55

日本人女性の就労を
促す家事支援策の検
討（外国人家事支援人
材の活用）

女性の活躍推進等の観点から、外国人家事支援
人材については、国家戦略特区の枠組みの中で、
十分な管理体制の下で活用する仕組みの検討を
進める。

平成26年度検討
開始

内閣府
法務省

厚生労働省
経済産業省

未措置

女性の活躍推進等のため、地方自治体等による一定の管理
体制の下、家事支援サービスを提供する企業に雇用される外
国人家事支援人材の入国・在留を可能とする措置を盛り込ん
だ「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を
改正する法律案（改正特区法案）」を第187回臨時国会に提出
（審議未了により廃案）。

改正特区法案について、更なる規制改革事項の追加を
行い，内容を一層充実させた上で、今国会に提出予定。
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⑦国内外投資増加に向けた金融関連規制の見直し

56

異種リスクの含まれな
いイスラム金融に該当
する受与信取引等の
銀行本体への解禁

イスラム金融関連取引について、銀行本体による
提供が容認される形式、遵守すべき事項等を検討
し、指針等により公表する。

平成26年度検
討・結論・措置

金融庁 措置済

銀行本体での取扱いが認められるイスラム金融取引の形式
を整理するとともに、監督上の留意点を明確化した主要行等
向けの総合的な監督指針等の改正案について、パブリックコ
メントを実施（平成27年2月24日）

パブリックコメントで寄せられた意見を踏まえ、速やかに
公表（平成27年４月１日公表・施行）

57
スワップ契約の独立行
政法人日本貿易保険
の付保対象への追加

スワップ契約の独立行政法人日本貿易保険の付
保対象への追加について、諸外国における貿易
保険制度の状況を踏まえつつ、関係業界、独立行
政法人日本貿易保険及び経済産業省で３者協議
の場を設ける。

平成26年度措置 経済産業省 措置済

2014年12月に関係業界、独立行政法人日本貿易保険及び経
済産業省でスワップ契約の付保に関して意見交換を実施。必
要性の検証や実施に向けた課題の整理が必要であることに
ついて認識を共有した。

関係業界のニーズに応じて引き続き対応を検討。

　本邦会社が海外で公募増資等を行う際に、海外の証券会社
が投資家への販売を目的として株式を取得（引受）する場合
に必要となる対内直接投資等の事前届出について、当該引
受は、投資家に取得させるための取得であり、通常、証券会
社自身が当該本邦会社の経営に影響を及ぼす目的で取得す
るものではないことを踏まえ、平成26年8月20日、対内直接投
資等に関する命令（昭和五十五年総理府、大蔵省、文部省、
厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働
省、建設省令第一号）を改正し、以下の対内直接投資等につ
いて届出・報告の対象から除外した。

・事後報告の対象となる業種を営む本邦の上場会社の株式
の引受（金融商品取引法第2条第8項第6号）

・事前届出の対象となる業種を営む本邦の上場会社の株式
の引受（当該行為により取得した株式の議決権の行使を行わ
ないものに限る。）

海外での募集・売出しに係る証券会社による引受
（議決権行使をしないものに限る。）に伴う株式の
取得について、外国為替及び外国貿易法第27条
に基づく対内直接投資等に係る事前届出の対象
から除外する。

海外の証券会社によ
る募集・売出しのため
の引受に係る対内直
接投資の事前届出手
続の緩和（対内直接投
資からの除外）

58
平成26年度上期
措置

財務省 措置済
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59

保険会社による外国
会社買収時における
子会社業務範囲規制
の特例の拡大

保険会社が外国の銀行、有価証券関連業、信託
業、金融関連会社等を買収する場合、当該銀行
等が保有する他業子会社についても一定期間保
有を認めるよう、所要の措置を講ずる。

平成26年度措置 金融庁 措置済

保険会社が海外の金融機関等を買収した場合に、当該金融
機関等の子会社のうち、法令上、保険会社グループには認め
られていない業務を行う会社についても一定期間（５年）の保
有を可能とする等の措置を盛り込んだ「保険業法等の一部を
改正する法律」（平成26年法律第45号）が、同年５月23日に成
立した（同月30日公布、同年11月28日施行）。

－
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№ 事項名 規制改革の内容 実施時期
措置
状況

これまでの実施状況

規制改革実施計画（平成26年6月24日閣議決定）における実施内容
所管省庁

実施状況（平成27年3月31日時点）
今後の予定

（平成27年3月31日時点）

⑧貿易に係る物流の効率化

60
コンテナ輸送における
国際貨物・国内貨物の
通行許可基準の統一

国際海上コンテナを積載する車両と国内コンテナ
を積載する車両の特殊車両通行許可の基準につ
いては、他のバン型等のセミトレーラ連結車も含
めて基準の統一を行う。
なお、道路を傷める重量を違法に超過した大型車
両への取締りを強化するなどの取組も実施する。

平成26年度措置 国土交通省 措置済

平成27年3月31日付けで｢車両の通行の許可の手続等を定め
る省令（昭和36年9月25日建設省令第28号）｣の改正及び｢海
上コンテナ用セミトレーラ連結車の橋梁照査式適合車両の取
扱いについて（平成10年3月31日付道路局道路交通管理課
長・企画課長通達）｣の改正・発出を行い、駆動軸重に係る特
殊車両通行許可基準の統一を行った。
なお、平成27年2月23日より、車両総重量が基準の2倍以上
の悪質違反者に対して即時告発を行えるよう通達改正するな
ど、取締り等の強化を図っている。

－
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